
○利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則 

昭和５８年１２月２８日 

規則第１８号 

改正 昭和５９年９月２８日規則第９号 

平成３年９月３０日規則第１５号 

（題名改称） 

平成５年１０月２６日規則第１２号 

平成６年３月３１日規則第８号 

（題名改称） 

平成６年１０月３１日規則第１４号 

平成７年９月２８日規則第１７号 

平成８年１０月１日規則第２０号 

平成９年９月２５日規則第２０号 

平成１１年１０月１日規則第２３号 

平成１２年１０月１日規則第２２号 

平成１３年３月２７日規則第１０号 

平成１６年９月１４日規則第１５号 

平成１７年６月２１日規則第３０号 

平成１８年７月２５日規則第２３号 

平成２１年１月２８日規則第３号 

平成２４年９月１９日規則第２３号 

平成２６年１２月１５日規則第１６号 

平成２７年１２月２５日規則第２７号 

平成２８年３月３１日規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例（昭和

５８年利府町条例第２３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（平３規則１５・全改、平６規則８・一部改正） 



（所得の範囲及び所得の額の計算方法） 

第２条 条例第３条第２項第３号及び第４条に規定する所得は、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第４条第２項第１号に掲げる道府県民税について

の同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得と

する。 

２ 前項に規定する所得の額は、条例第５条第１項の規則で定める受給資格登

録申請書又は同条第３項の規則で定める更新登録申請書の提出があった月の

属する年度分（４月から９月までの間に同条第１項の規定による受給資格登

録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度

分とする。以下同じ。）の道府県民税に係る地方税法第３２条第１項に規定

する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第３３条の３第

１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第１項に

規定する課税長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条第１項に規定する課税

短期譲渡所得の金額並びに同法附則第３５条の４第１項に規定する先物取引

に係る課税雑所得等の金額の合計額から８万円を控除した額とする。 

３ 次の各号に該当する者は、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算

した額からそれぞれ控除するものとする。 

（１） 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第３４条第１項第１号、

第２号、第４号又は第１０号の２に規定する控除を受けた者 当該雑損控

除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額

に相当する額 

（２） 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第３４条第１項第６号

に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者１人につき２

７万円（当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、４０万円） 

（３） 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第３４条第１項第８号

に規定する控除を受けた者 ２７万円（当該控除を受けた者が同条第３項

に規定する寡婦であるときは、３５万円） 

（４） 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第３４条第１項第９号

に規定する控除を受けた者 ２７万円 



（５） 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第６条第１項に規

定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額 

（平１６規則１５・追加、平１８規則２３・一部改正、平２６規則１

６・旧第４条繰上） 

（基準額） 

第３条 条例第３条第２項第３号の規則で定める額は、同号に規定する扶養親

族等及び母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子

家庭の母又は父子家庭の父が前年の１２月３１日において生計を維持したも

の（以下「扶養外児童」という。）がないときは１５４万円とし、扶養親族

等又は扶養外児童があるときは１５４万円に当該扶養親族等又は扶養外児童

１人につき３８万円（当該扶養親族等又は扶養外児童が所得税法（昭和４０

年法律第３３号）に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であると

きは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき４８万円、当該

扶養親族等が特定扶養親族等（同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶

養親族（１６歳以上１９歳未満の者に限る。）をいう。）であるときは、当

該特定扶養親族等１人につき５３万円）を加算した額とする。 

２ 前項の規定は、条例第３条第２項第４号の規則で定める額について準用す

る。この場合において、前項中「１５４万円」とあるのは「２３６万円」と

読み替えるものとする。 

（平１６規則１５・追加、平２１規則３・平２４規則２３・一部改正、

平２６規則１６・旧第５条繰上） 

（社会保険各法） 

第４条 条例第４条第１項の規則で定める社会保険法各法は、次のとおりとす

る。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（３） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 



（昭５９規則１９・一部改正、平３規則１５・旧第３条繰下・一部改

正、平１１規則２３・一部改正、平１６規則１５・旧第４条繰下・一

部改正、平２６規則１６・旧第６条繰上） 

（受給資格登録申請書等） 

第５条 条例第５条第１項の規則で定める受給資格登録申請書は、様式第１号

とする。 

２ 条例第５条第３項の規則で定める更新登録申請書は、様式第２号とする。 

３ 条例第５条第４項の規定による通知は、利府町母子・父子家庭医療費助成

認定通知書（様式第３号）又は利府町母子・父子家庭医療費助成申請却下通

知書（様式第４号）により行うものとする。 

（平１６規則１５・全改、平２６規則１６・旧第７条繰上） 

（受給者証） 

第６条 条例第６条第１項に規定する受給者証は、様式第５号とする。 

（平３規則１５・旧第６条繰下、平１６規則１５・一部改正、平２６

規則１６・旧第８条繰上） 

（変更届） 

第７条 条例第６条第２項の規定による届出は、母子・父子家庭医療費受給資

格変更届（様式第６号）とする。 

（平１６規則１５・全改、平２６規則１６・旧第９条繰上） 

（受給者証の返還） 

第８条 条例第６条第３項の規定で定める。返納届は、様式第７号とする。 

（平１６規則１５・全改、平２６規則１６・旧第１０条繰上） 

（助成申請書） 

第９条 条例第８条の規定による申請は、母子・父子家庭医療費助成申請書（様

式第８号）の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。 

（平１６規則１５・全改、平２６規則１６・旧第１１条繰上） 

（交付決定通知書） 

第１０条 条例第９条の規則で定める通知書は、様式第９号とする。 

（平１６規則１５・全改、平２６規則１６・旧第１２条繰上） 



（受給者証の再交付） 

第１１条 受給者は、受給者証を破損又は亡失したことにより、受給者証の再

交付を受けようとするときは、母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書

（様式第１０号）により町長に申請するものとする。 

（平１６規則１５・全改、平２６規則１６・旧第１３条繰上） 

附 則 

この規則は、昭和５９年１月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年規則第９号） 

この規則は、昭和５９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３年規則第１５号） 

この規則は、平成３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成５年規則第１２号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の利府町ひとり親

家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成５年１０月１日から適

用する。 

附 則（平成６年規則第８号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年規則第１４号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の利府町母子・父

子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成６年１０月１日から

適用する。 

附 則（平成７年規則第１７号） 

この規則は、平成７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成８年規則第２０号） 

この規則は、平成８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成９年規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の利府町母子・父

子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成９年１０月１日から

適用する。ただし、第９条に定める様式第４号の申請書については平成９年９



月１日から適用する。 

附 則（平成１１年規則第２３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定

は、この規則の施行の日以後に行われる医療費の助成について適用し、同日

前に行われた医療費に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

３ 改正後の規定による様式第１号については、当分の間、改正後の規定によ

るものとみなす。 

附 則（平成１２年規則第２２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定

は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適

用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例

による。 

附 則（平成１３年規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年規則第１５号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成１６年１０月１日から施行し、改正後の利府町母子・父

子家庭医療費の助成に関する条例施行規則（以下「新規則」という。）の規

定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。 

（登録等の特例） 

２ 新規則第７条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の

公布の日から行うことができるものとする。 

３ 改正前の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定



による諸様式は、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。 

附 則（平成１７年規則第３０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年規則第２３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則様式第

１号及び様式第２号については、当分の間、改正後の利府町母子・父子家庭

医療費の助成に関する条例施行規則様式第１号及び様式第２号の様式とみな

す。 

附 則（平成２１年規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年規則第２３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定

は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療

に係る医療費については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年規則第１６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第２７号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

（平２７規則２７・全改） 

様式第２号（第５条関係） 

（平１７規則３０・全改、平１８規則２３・平２６規則１６・一部改

正） 

様式第３号（第５条関係） 

（平２１規則３・全改、平２６規則１６・一部改正） 

様式第４号（第５条関係） 

（平２８規則８・全改） 

様式第５号（第６条関係） 

（平６規則１４・全改、平１１規則２３・一部改正、平１６規則１５・

旧様式第３号繰下・一部改正、平２６規則１６・一部改正） 

様式第６号（第７条関係） 

（平２７規則２７・全改） 

様式第７号（第８条関係） 

（平１６規則１５・追加、平１７規則３０・平２６規則１６・一部改

正） 

様式第８号（第９条関係） 

（平２１規則３・全改、平２６規則１６・一部改正） 

様式第９号（第１０条関係） 

（平２１規則３・全改、平２６規則１６・一部改正） 

様式第１０号（第１１条関係） 

（平６規則１４・全改、平１６規則１５・旧様式第７号繰下・一部改

正、平１７規則３０・平２６規則１６・一部改正） 

 


